
（１）環境影響評価対象事業及び適用法令等

※法アセス、道条例アセス
　第１種事業

No

※法アセス
No 　第２種事業の判定

※道条例アセス
No 　第２種事業の判定

No

出力が5,000ｋW以上
Yes

出力が7,500ｋW以上
Yes

著しい影響のおそれ

出力が1,000ｋW以上
Yes （一社）日本風力発電協会

自主アセスの対象
　＜主な適用法令＞
・JWPA小規模風力発電事業の
　アセスメントガイド等

自主アセス手続き及びゾーニングマップについて

個別判定

道条例アセスの対象

要

不要

　＜主な適用法令＞
・環境影響評価法
・道条例　等

発電所の計画

出力が１万ｋW以上
Yes

法アセスの対象

有

無

石狩市風力発電設備の設置及び運
用の基準に関するガイドラインの
対象

資料1
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（２）JWPA小規模風力発電事業のアセスメント手続き

（引用）一般社団法人　日本風力発電協会

 　小規模風力発電事業のための環境アセスメントガイドブック
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（３）風力発電ゾーニングマップ

　風力発電事業のゾーニングに有効な各種環境配慮情報の収集・整理と総合的な評
価を行い、環境保全を優先すべきエリアと風力発電の導入が可能なエリア等を段階的
に設定することで、市域等における風力発電施設の適地誘導や環境影響評価手続き
における市長意見の検討などに活用しています。
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